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■市内商業活性化事業支援補助金 

補助事業名 商店街ファンづくり応援事業 商店街次代の担い手支援事業 

事業の 

実施期間 
令和８年４月１日～令和９年３月３１日 

補助金の 

申請受付 

申請をしようとする団体は、交付申請書などに所定の事項を記

入のうえ、下記により申請してください。 

１ 受付期間 令和８年４月１日～事業着手予定日の１ヵ月

前 

２ 提出先及び問い合せ先 

  高砂市商工労働課 

〒 676-8501 高 砂 市 荒 井 町 千 鳥 １ 丁 目 １ 番 １ 号 

TEL(079)443-9030内線 5634 

電子メール tact2931@city.takasago.lg.jp 

３ 提 出 書 類  ３ペ－ジのとおり（各正本１部、副本１部） 

令和８年度は申請受付を停止しております。 

補助の対象 

となる団体 

商店街・小売市場（法人、任意（※１）、複数の商店街の連合

体（※２）を問いません。） 

（※１）「任意」の商店街等とは、次の要件を満たす団体とし

ます。 

・構成員が原則として１５人以上いること。 

・会則または規則を有していること。 

（※２）複数の商店街等の連合体については、原則として市町

域の範囲で構成される組織とします。 

⑴ 商店街＊の若手商業者グループ＊ 

⑵ 複数の商店街等からなる若手商業者グループ＊ 

⑶ 商店街の若手商業者及びベテラン商業者からなるグループ＊ 

＊「商店街」とは、商店街・小売市場団体（法人、任意（※1）、複数の

商店街の連合体（※2）を問いません。） 

  （※1）「任意」の商店街等とは、次の要件を満たす団体とします。 

     ・構成員が原則として 15人以上いること。 

     ・会則または規則を有していること。 

  （※2）複数の商店街等の連合体については、原則として市町域の

範囲で構成される組織とします。 

＊「若手商業者」は、概ね 40歳代までとします。 

＊「グループ」は、商店街団体構成員３名以上の集団とします。 

＊「ベテラン商業者」には、商店街の役員を１名以上含むこととします。 

＊ 同一年度に重複して申請できません。 

⑴～⑶のグループによって同時に実施することはできません。 

＊⑴を実施後（最大２ヵ年）、⑶を実施（最大２ヵ年）することは可能。 
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＊⑵を実施後（最大２ヵ年）、⑶を実施（最大２ヵ年）することは可能。 

補助の対象と

なる事業の目

的と内容 

〇 商店街の魅力をアピールすることで、ファンを獲得し、商

店街に潤い（利益）をもたらす事業 

〇 コロナ禍でも集客につながる（SNSやネット中継等）事業 

※イベントについては、複数回実施（６回/年 を目途） 

・商店街地域の特性に沿ったイベント 

 例）商店街ツアー、酒ルネッサンス 

・地域資源を活用したオリジナル商品開発 

  例）地場産品の活用（酒、洋菓子） 

・カード事業（カード作成に限定） 

  例）メンバーズカード、ポイントカード 

・シンボルマスコットの製作 

  例）ご当地キャラクター 

・SNS、ネット中継等による情報発信 

  例）オンライン商店街ツアー、商店街紹介動画配信 

〇 商店街の課題を踏まえた魅力向上の実践活動（チャレンジ活動）を

企画・実施する事業。 

補助の対象 

となる経費 

商店街ファンづくり応援事業を適切に実施し得るために必要

な経費。ただし、消費税・地方消費税を除きます。 

 また、金券（※）、商品、景品、個店の負担金、大売出しの

チラシなど助成対象とならない経費や、限度額がある助成対象

経費もあります（６ペ－ジの各支出基準のとおり）ので、注意

してください。 

 ポイントカードを作成した場合、付与するポイントは金券と

同様の効果であるため、助成対象外です。 

商店街次代の担い手支援事業（チャレンジ活動支援）を適切に実施し得

るために必要な経費。ただし、消費税・地方消費税を除きます。 

補助率と 

補助金の額 

対象経費に応じた定額とします。 

※事業を複数実施する場合、合計額で計算します。 

ただし、千円未満の端数は切り捨てます。 

 

 

 

 

 

対象経費 補助額 

100万円以上 30万円 

50万円以上 100万円未満 20万円 

10 万円以上 50万円未満 10万円 

補助率は定額とし、１実施団体につき３００千円を限度とします。ただ

し、千円未満の端数は切り捨てます。 
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補助金の交付

決定方法等 

１ 提出された申請書の内容を審査のうえ、予算の範囲内で補助の適否を決定し、補助金交付決定通知書により通知します。 

２ 補助金交付決定を受けた事業を中止したり、内容を変更する場合は、変更申請等の手続きが必要ですので、速やかに申し出て、

指示に従ってください。 

３ 事業が終了したら、事業終了後３０日以内又は令和９年４月１０日のいずれか早い日までに実績報告書を高砂市商工労働課へ提

出してください。 

  実績報告書の内容を審査し、当該事業の成果が交付決定の内容等に適合すると認めるときは補助金額を確定し、補助金額確定通

知書により通知します。（確定した補助金の額が前記の補助金交付決定通知書の額と同額であるときは、通知を省略します｡) 

４ 補助金額の確定があった申請者は補助金交付請求書を高砂市商工労働課へ提出してください。補助金交付請求書により請求を受

けた後に、補助金を交付します。（※９ペ－ジ補助金フロ－図を参照してください。） 

 

※商店街次代の担い手支援事業は原則として最長２ヵ年ですが、補助金の交付手続きは単年度ごとに行いますので、ご留意くださ

い。翌年度分の事業認定手続きについては、４ページ「５ 次年度事業認定申請のとき」をご確認ください。 

 

提出書類 

一  覧 

１ 補助金交付申請のとき 

① 補助金交付申請書（様式第１号） 

② 収支予算書（別記）※消費税込みの金額を記入してくだ

さい。 

 ③ 誓約書（様式第２号） 

④ 商店街ファンづくり応援事業計画書（別紙１） 

 ⑤ 団体の概要（別紙２） 

 ⑥ 定款・会則（規則） 

⑦ 組合員（会員）名簿 

⑧ 見積書（写し） 

※「経費支出基準」にて提出を求めている経費について添

付してください。 

 ⑨ その他参考となる書類 

２ 交付決定変更のとき 

 ① 補助金変更交付申請書（様式第４号） 

 ② 収支予算書（別記）※消費税込みの金額を記入してくだ

さい。 

１ 補助金交付申請のとき 

 ① 補助金交付申請書（様式第１号） 

 ② 収支予算書（別記）※消費税込みの金額を記入してください。 

 ③ 誓約書（様式第２号） 

④ 商店街次代の担い手支援事業（チャレンジ活動支援）計画書 

（別紙１） 

⑤ 事業内容が分かる企画書、図面、見積書の写し（※）等 

  （※見積書の写しは、「経費支出基準」に提出を求めている経費につい

て添付してください。） 

 ⑥ 団体の概要※（別紙２） 

 ⑦ 定款・会則※（規則） 

 ⑧ グループ名簿（任意様式） 

 ⑨ 補助金振込先金融機関の通帳の写し（支店名、口座名義、口座番号

等の確認できるもの） 

⑩ その他参考となる書類 

 

（※ ⑥、⑦は 

所属する商店街に係るもの） 
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 ③ 商店街ファンづくり応援事業計画書（別紙２） 

 ④ その他参考となる書類 

３ 事業中止（廃止）のとき 

 ① 補助事業中止（廃止）承認申請書（様式第６号） 

② その他参考となる書類 

４ 事業遂行困難のとき 

① 補助事業遂行困難状況報告書（様式第８号） 

② その他参考となる書類 

５ 事業実施状況の報告のとき 

  補助事業実施状況報告書（別紙３） 

  ※市から別途通知があったときに提出 

６ 実績報告のとき 

 ① 補助事業実績報告書（様式第９号） 

 ② 収支決算書（別記）※消費税込みの金額を記入して

ください。 

 ③ 年度仕入れに係る消費税等相当額報告書（添付様

式） 

 ④ 商店街ファンづくり応援事業実績報告書（別紙４） 

 ⑤ 請求書・領収書の写し 

※日付が事業着工年月日以降、かつ事業完了年月日以

前のもの 

⑥ 契約書の写し ※委託費については必須。委託費以

外の経費についても契約書を作成した場合は提出し

てください。 

⑦ 実施状況のわかる成果物又は写真（日付の入ったも

の）５枚程度 

⑧ 広告宣伝費の実施状況が分かるチラシなどの成果

物 

７ 補助金請求のとき 

 ① 補助金請求書（様式第 11号）または補助金概算払

請求書(様式第 12号) 

 ② 補助金振込先金融機関の通帳の写し（支店名、口座

名義、口座番号等の確認できるもの） 

２ 交付決定変更のとき 

 ① 補助金変更交付申請書（様式第４号） 

 ② 収支予算書（別記）※消費税込みの金額を記入してください。 

 ③ 商店街次代の担い手支援事業（チャレンジ活動支援）計画書 

（別紙１） 

 ④ その他参考となる書類 

３ 事業中止（廃止）のとき 

 ① 補助事業中止（廃止）承認申請書（様式第６号） 

 ② その他参考となる書類 

４ 事業遂行困難のとき 

 ① 補助事業遂行困難状況報告書（様式第８号） 

 ② その他参考となる書類 

５  次年度事業認定申請のとき 

 ① 商店街次代の担い手支援事業（チャレンジ活動支援）実績報告書 

（別紙４） 

＊標題の右に（「見込み」）と記載のこと。 

  ② 商店街次代の担い手支援事業（チャレンジ活動支援）事業計画書 

（別紙１） 

③ 報告書、計画書等成果物（写） 

６ 事業実施状況の報告のとき 

  ① 商店街次代の担い手支援事業実施状況報告書（別紙３） 

   ※市から別途通知があったときに提出 

７ 実績報告のとき 

 ① 補助事業実績報告書（様式第９号） 

 ② 収支決算書（別記）※消費税込みの金額を記入してください。 

③ 年度仕入れに係る消費税等相当額報告書（添付様式） 

 ④ 商店街次代の担い手支援事業（チャレンジ活動支援）実績報告書（別

紙４） 

 ⑤ 請求書・領収書の写し  

※日付が事業着工年月日以降、かつ事業完了年月日以前のもの 

 ⑥ 実施状況のわかる成果物又は写真（日付の入ったもの）５枚程度 

 ⑦ 広告宣伝費の実施状況が分かるチラシなどの成果物 
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  ８ 補助金請求のとき 

 ① 補助金請求書（様式第 11号）または補助金概算払請求書 

(様式第 12号) 

 ② 補助金振込先金融機関の通帳の写し（支店名、口座名義、口座番号

等の確認できるもの） 

 

注意事項 

１ 申請者の概要や事業計画などわかりにくい場合などは、内容について調査することがあります。 

２ 補助事業実施中での進捗状況や補助事業完了後での活動内容等について、報告を求めることがあります。 

３ 実績報告後、現地にて証拠書類等の確認をすることがあります。 

  ※委託先業者等への確認も行うことがあります。 

４ 補助要綱の規定違反、補助事業以外の用途使用、交付決定の内容及び条件違反、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受け

た場合等は、補助金の交付決定を取消すとともに、当該取消しに係る部分に関しその返還を命じ、日数に応じた加算金を市に納付し

てもらいます。 
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商業活性化事業（商店街ファンづくり応援事業・商店街次代の担い手支援事業） 経費支出基準 
 

【両事業共通】 

１ 経費区分にかかわらず、次に該当する事業又は準ずる事業は、 

事業全体を補助対象外とする。 

・商店街又は個店が利益を得る事業  ※参加費等の収入を除く 

・特定の個店宣伝となる事業 

２ 飲食費はすべて補助対象外とする。 

３ 補助対象経費に、消費税及び地方消費税は含まない。 
 

科目 経費名 内   容 備    考 

謝金 専門家謝金 
事業を行うために必要な委員・講師等専門家に対
する謝金 

・イベント出演者については、出展・出演料に属する。 

旅費 専門家旅費 
事業を行うために必要な委員・講師等専門家に対

する旅費 
 

庁費 

会場整備費 
会場借料、 

事業を行うために必要な会議等を開催する場合
の会場借上、会場整備等に要する経費 

・会場借料は当該会場の「使用料規程」による。 
 規程がない場合は、１日１か所につき5,000円以下。 

資料作成費 
事業を行うために必要な会議等に使用する資料
作成に要する経費 

・コピ－代等は、当該事業用と明確に区分できるものに限る。 

通信運搬費 
事業を行うために必要な郵券代等の通信、運送等
運搬に要する経費 

・電話代等は、当該事業用と明確に区分できるものに限る。 

広告宣伝費 
事業を行うために必要なＰＲ用パンフレット、ポ
スター、カタログ等作成に要する経費 

・大売出しのチラシ、個店の宣伝や協賛店等の掲示部分は対象外。比率
を按分して補助対象とすることは可能。 
イベントのチラシと、売り出しのチラシを裏表 
で印刷する場合は、印刷経費の１／２を 
対象経費とする。（新聞折り込み料も１／２） 
・申請時に見積書等を添付のこと。 

出展・出演料 事業を行うために必要な出展・出演に要する経費 ・申請時に見積書等を添付のこと。 

アルバイト賃
金 

事業を行うために必要な日々雇用する人員に係
る経費 

・申請団体・商店街関係者（組合員、従業員、家族等）のアルバイトは
補助対象外。 

・当該団体の「雇用規程」による。規程がない場合は１日5,000円以下。・
領収書は、原則「住所・氏名の記載及び押印がある」もの。※本人記
名の場合は、サインでも可。 

・実績報告時に業務に従事したことがわかる資料（業務日誌等）を提出
すること。 

 

商店街次代の担い手支援事業：例 

※補助対象経費     500千円 

    － 収入（参加費等） 200千円 

                          300千円 

    【市補助金額：300千円】 

商店街ファンづくり応援事業：例 

※補助対象経費    1,500千円 

    － 収入（参加費等） 200千円 

                         1,300千円 

    【市補助金額：300千円】 
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マスコット 
製作費 
※ファンづくり 

応援事業に限る 

 
事業を行うために必要なシンボルマスコット製
作に要する経費 

・シンボルマスコット製作（着ぐるみ）のみ対象。 
・申請時に見積書等を添付のこと。 

消耗品費 
事業を行うために必要な事務用品等の消耗品に
要する経費 

・上記で製作したシンボルマスコット以外の備品、金券、景品は補助対
象外。 

・使用耐用期間が１年未満のもので、１品5,000円を上限とする。事業
後も使用する物は補助対象外。 

・参加者に配布する粗品については、１品100円以下、補助対象経費の1
0％以内。 

レンタル・ 
リース料 

事業を行うために必要なパソコン・コピー・車等
の機材のレンタル・リースに要する経費 

・申請時に見積書等を添付のこと。 

雑役務費 
事業を行うために必要な保管料、手数料、筆耕料、
保険料等に要する経費 

 

委 託
費 

委託費 
※ファンづくり 

応援事業に限る 

事業を行うために必要なＨＰ作成、イベント等の
委託経費 

・委託会社に事業の一部を委託する経費が対象。 
・事業の全部委託による経費支出は認められません。（１枚の見積書で

庁費等と委託費に分けることも不可。） 
・再委託も認められません。 
・申請時に見積書等を添付のこと。 
・委託契約書を作成し、実績報告時に提出すること。 

 
 

経理処理について  

⑴ 帳簿について 

   ① 補助事業に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿を備えてください。 

② 帳簿に加え、見積書、請求書、領収書、委託契約書、請書、成果物等の証拠書類は、収入及び支出についてそれぞれ整理し、当該補助事業が完

了した年度の翌年度から５年間保存してください。 

   ③ 補助事業の経理は、他の事業の経理と明確な区分を行ってください。 

この際、帳簿上、及び通帳上について、支出の細目がわかるようにしてください。 

  ⑵ 領収書等証拠書類について 

  ① 宛名は、商店街等の代表者あてとしてください。 

   ② 受取人の氏名、住所を明記してください。 
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   ③ 発行日付は交付申請書に記載の事業着手年月日以降で、事業完了年月日以前のものが補助対象となります（見積書を除く。） 

   ④ 請求書・領収書は、実績報告書の収支計算書の支出の部の内訳ごとに整理してください。 

   ⑤ 収入印紙が必要なものは貼付し、消印してください。 

   ⑥ 旅費の領収書は、旅行者本人から受け取る際に、日付、氏名、住所、出張内容を記載してもらってください。 

   ⑦ 庁費、委託費については、領収書のほか請求書（品名、単価、数量、金額等明細の記入されているもの）も添付してください。 

   ⑧ 委託費は、上記⑦に加えて契約書を作成の上、実績報告時に写しを提出してください。 

   ⑨ 経費は全て税込み価格で計上してください（非課税の経費は除く。） 

⑩ 写真、チラシ、ポスタ－、議事録、報告書等の実施状況の分かる成果物等証拠となるものは、必ず保管してください。 

⑪ その他必要に応じて、証拠書類の提出を求めることがあります。 
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補助金申請手続フロー図 

 

① 交付申請 

 

② 交付決定 

③ 支援（随時） 

必要に応じて①～②の流れで 

変更交付申請等 

④ （概算払い請求） 

⑤ （概算払い） 

⑥ 実績報告 

⑦ 補助金確定 

⑧ 精算払い請求 

⑨ 精算払い 

 

 

※兵庫県が実施する商店街支援事業（商店街ファンづくり応援事業）の補助金を利用される 

場合は市の当該補助金の交付決定通知が必須となります。市の交付申請とは別途、県の交付 

申請を２部（正本１部(県用)、副本１部(市用)）作成のうえ、高砂市へご提出ください。 
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